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事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 (新 規 ・― l

株式会社 平 和堂

代表取締役社長 夏 原 平 和
0749     --     23

滋賀県彦根市小泉町31番地

特定事業君の

主たる業種 各種商品小売業

該当す る事業

者要件
▼ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック
又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算 して3000ト ン以上))

r

「

計 画 期 間 平成  18 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 全社の環境マネジメントシステムの取り組みと合わせて、一次エネルギーの消費効率の改害を図ること
で、2%以 上の二酸化炭素排出量の削減を目指す。

推 進 俸 制 各盾部 の文配人または盾長 をEMS東 仕君 とす る環境マネ シメン トシステムの推進体制 を元に、他のE

MSの 取 り組み と合わせて推進 してい く。

年度ことの具
体的な取組及
び措置

18-19 後方照明 空調
佐 万 合 部 を り 慕 P/5や全 蘭 に 関 し(、 抑 亀 甘 電マ=ェアル・

全 削 ぼ 備 甘 理 マ‐ アルを使 用 し、 却 絶 全 開 点 硬 を碑

産 し電 力使 用 量 を 削 減 す る.

18-19 店内冷凍設備
冗 蕩 り n保 タ

ー ス 行 原 夕
~ス の に反 か 週 上 にll E荷され ヽ い 0か 、 ■ H」 回 点 正 す 0こ とで ム グ な も 刀

使用 を削 減 す る。

自家発電設備
A郵 握 に よ
闘 レ序 芸」とM尋

【菱電岩Z源 らし、―桜電気撃票君からの購人電刀に振ワ容えることにより、二
或する。

温軍効果/Jス
の排出量等 〕F出区分

基準午庚 (兵榎 ,

( 17 )年 度
(二酸化炭素換第 (t))

日係年度 (計回'

( 19 )年 度
(二醐ヒ炭素換算 (t)) 呼鉤∽A事 業所等排出区分 30,829 t 30,948 t 040/e

B輸 送車両JF出区分 ↓ t %

cそ の他排出区分 t t %

排出合tal キ1                30,829 t 2             30,948 t 04%

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの肖J減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

く二酸化炭乗換算 くt

森林の保全及び整備 て整備面積) ha (吸収曇) t

府内産の木材の利用 1副用震) In。 (削減的 t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

〈売電と) kwh (高1演置) t

(撫供給貫) CJ (削減量) t

グ リーン電力の購入 〈購入曇) kwb (削減■) t

削減量等合計 t

差 引排 出量

(排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

30 829 t ●2)―(■0)          30,948 t 04%

特 記 事 墳 1当 社では、全盾舗でIS014001を一括認証 し、その環境方針にもC02排出量の削減を掲げ取り組んでいます。
2事 業所起因以外のC02排出量消」減として、配送車両の燃料使用量の削減 (委託物流分)に も取 り組んでいま丸
3小 売業として消費者向けにお買物袋持参運動の推進、簡易包装の推進、店頭回収,サイクルにも積極的に取り組み府民の

環境意識向上にもつなげたいと考えています。
4社 員の環境教育はオリジナル環境教育ビデオを作成し、年1回全社員に対し実施しています。
※総排出量の増力]について、平成18年3月17日と4月21月に開店の2店舗が増加 しているためです。この2店舗を除く削
減率は '35粥」であり、排出量は 「29,735tJとなります。

連 絡 先 担 当 部 暑

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

注 1該 当する□には、レ印を記入してください。特定手業者以外で自主参力Dされる事業者の方は、レ印の配八は不要です。

2「 基準年度Jと は計画期間の前年度を、 「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいまえ

3「 事業所等リト山区分」とは、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネタレギーの使用に伴い発生する温宣効果〃スを、 「輸送車両排出区分J
とは 自 動車通送事業者については使用のネ拠の位置を京柳市内とする車両の排出する温宣効果ガスを 鉄 道毒紫者については保有する貨物車
両又は旅客車両の排出する温室効果〃スを、 「その他排出区分Jと は、上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温室効
果ノスをいいま汽

4「 特記事項Jに は、平成 2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位CO":出 畳、省エネ製品開発など値者の温室
効果メス排出削減への貢献、グツーン胴達の採用、特定フロンなどの条例指定外の温宣効果メスの削減などを記入してください。


